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選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第105号 

第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査において、公職選挙法（昭和25年法律第100

号）第56条の規定により、繰上投票を行う投票区及び期日を次のとおり定める。 

平成29年10月19日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 立 石 幸 雄 

市区町名 繰上投票を行う投票区名 繰上投票を行う期日 

南あわじ市 第30投票区（沼島地区） 平成29年10月21日 
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